
 

環境基本計画中間見直しについて（案） 

 

 

１ 環境基本計画の中間見直しの基本的な考え方 

⑴ 構成の大幅な変更は行わない。ただし，１０の基本施策及び環境指標（客観的指標）

については，各個別計画の改定内容を反映する。（別紙２参照） 

⑵ 京都市が目指す環境像や長期的目標等に，次の内容を反映する必要がある。 

ア 次期「京都市基本計画（２０２１～）」の京都の未来像（めざすべき京都の姿）

の改定を同時並行で行うため，未来像と環境像を一致させる。 

イ 「第五次環境基本計画（２０１８～）」の基本的方向性（ＳＤＧｓを活用し，

環境・経済・社会の統合的向上を目指す。パートナーシップの充実・強化など） 

ウ 持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言（２０５０年の世界の都市のある

べき姿）の要素を反映する。 

 

２ 個別の検討項目 

⑴ 環境指標について 

ア 主観的指標 

経年変化を見る必要があるため，できる限り変更は行わない。 

イ 客観的指標 

個別計画の改定内容を反映させる必要があるため，指標及び数値目標（目標年

度）の変更を反映する。 

その他，今後の取組内容を踏まえ，状況に応じて指標の見直しについて検討を

行う。 

⑵ ＳＤＧｓの推進について 

   ＳＤＧｓ（１７ゴール，１６９のターゲット）の考え方をどのような形で導入す

るか検討が必要 

  ア 現行の本市環境基本計画とＳＤＧｓ目標の関連付け（別紙３） 

イ 他都市の例（現行計画における位置づけのイメージ） 

   【参考】主な特徴 

    〇北九州市（別紙４－１） 

     ・ＳＤＧｓのゴール・ターゲットと市環境基本計画の施策との関係をＳＤＧｓの

ゴール・ターゲットの視点から整理 

     ・市環境基本計画の政策目標とＳＤＧｓのゴール・ターゲットの関係を政策目標

の視点から整理 

・ これまで別々の行政目的から展開されてきた施策をＳＤＧｓの観点から統合的

に展開することにより，効果的な取組を進めていくことを掲げている。 

    〇札幌市（別紙４－２） 

     ・ＳＤＧｓにおける１７のゴール，１６９のターゲットと，市環境基本計画の施策

の「５つの柱」における取組との関連性をマトリックス表にまとめている。 

    〇滋賀県（別紙４－３） 

     ・ 計画期間を「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」及び滋賀県基本構

資料２ 



想の年限と合わせ，2019～2030年度の１２年間としている 

・ 滋賀県基本構想において，ＳＤＧｓの視点を活用していることから県環境基本

計画においても，その考え方を活用し，経済や社会も視野に入れた環境課題の解

決に向けた取組方針を提示している。（考え方を活用しているため，ＳＤＧｓの

ゴール・ターゲットと施策の関連性を明示していない。） 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境審議会 基本計画評価検討部会 

平成 31年 7月 【第 1 回】委員改選，部会設置，

計画改定諮問について 

【第 1回】環境基本計画の見直しの

検討項目について 

８～９月  【第２回】平成３０年度実績版 年

次報告書の作成について 

平成 32年 1月 【第２回】各計画の改定骨子（案）

について 

【第３回】環境基本計画見直しの全

体構成等について 



 

 

 

個別計画等との整合性 

 

 

 

長期的目標 

（４項目） 基本施策（10項目）  具体的事業 
 

１ 持続的な発展

が可能となる低

炭素のまち 

省エネルギーの促進や再生可能エネ

ルギーの普及拡大による地球温暖化

対策の推進 

 
 

２ 自然環境と調

和した快適で安

全・安心なまち 

公害のない安全・安心な生活環境の

保全 

生物多様性の恵み豊かな自然環境の

保全 

自然環境と調和した文化や暮らしが

広がる京都人らしい快適生活の確保 

  

３ 資源・エネル

ギーの有効利用

と環境負荷の低

減を図る循環型

のまち 

２Ｒと分別・リサイクルの促進の２

つを柱としたごみ減量の推進 

廃棄物の適正処理とエネルギーとし

ての有効活用 

  

４ 環境保全を総

合的に推進する

ためのひと・し

くみづくり 

【分野横断型】 

環境教育・学習を通じた理解と行動

の促進及び人材育成 

広範な主体の協働による環境保全活

動の促進 

地産地消をはじめとする環境にやさ

しい社会経済のしくみづくり 

他都市との連携及び国際的な取組の

推進 

地球温暖化対策計画 

生物多様性プラン 

循環型社会推進基本計画 

環境教育・学習基本指針

及び個別計画の環境教育

に該当する箇所の改正内

容を反映 

分野別計画の内容 

（市基本計画との整合性） 

（案）省エネ，再エネ，適応策等の要素を入れる方向で検討 

別紙２ 

施策に反映 

（公害関係の法令との 

整合性） 

） 



現行京都市環境基本計画とＳＤＧｓとの関係 

 

京都市環境基本計画 長期的目標１ 持続的な発展が可能となる低炭素のまち 

長期的目標２ 自然環境と調和した快適で安全・安心なまち 

長期的目標３ 資源・エネルギーの有効利用と環境負荷の低減を図る循環型のまち 

長期的目標４ 環境保全を総合的に推進するためのひと・しくみづくり 

 目標２．飢餓を終わらせ，食料安全保障及び栄養改善を実現し，持続可能な農業を促

進する 

 目標３．あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し，福祉を促進する 

 目標４．すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し，生涯学習の機会

を促進する 

 目標６．すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

【長期的目標１】基本施策 省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による 

地球温暖化対策の推進 

地球温暖化による避けられない影響への対応を図る「適応策」についても取組を進めていき

ます。（2.4＊） 

【長期的目標３】基本施策（１）２Ｒと分別・リサイクルの促進の２つを柱としたごみ減量の

推進 

手つかず食品や食べ残しといった「食品ロス」やレジ袋の削減などの２Ｒを促進します。

（「京都市フードバンク等活動支援助成金制度」：削減の取組を支援するため，フードバンクや

フードドライブ等に取り組む団体に対して，事業必要な経費の一部を助成）（2.1 2.2） 

【長期的目標２】基本施策（２）生物多様性の恵み豊かな自然環境の保全 

すべての人が生物多様性の恵みを私たちの生存や生活の基盤として再認識し，地域資源を生

かした持続可能な暮らしや経済活動が行われている社会を目指します。（2.4 2.5） 

＊参考資料１持続可能な開発のためのゴールとターゲット参照。以下同様 

【長期的目標４】基本施策（１）環境教育・学習を通じた理解と行動の促進及び人材育成 

基本施策（２）広範な主体の協働による環境保全活動の促進 

基本施策（４）他都市との連携及び国際的な取組の推進 

 家庭，学校，職場，地域その他のあらゆる場において，環境とのつながりや，環境保全につ

いての理解を深めるための教育及び学習といった環境教育を，ライフステージに応じて系統的

かつ統合的に推進していきます。（4.1 4.2 4.7） 

【長期的目標２】基本施策（１）公害のない安全・安心な生活環境の保全 

大気汚染，水質汚濁等について，維持されることが望ましい基準を定め，監視することによ

り，市民の健康を守り公害のない安全・安心な生活環境の保全に努めます。（6.3） 

【長期的目標２】基本施策（２）生物多様性の恵み豊かな自然環境の保全 

地域資源を生かした持続可能な暮らしや経済活動が行われている社会を目指して，生物多様

性の恵み豊かな自然環境の保全に努めます。（6.6） 

【長期的目標１】基本施策 省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による 

地球温暖化対策の推進 

人と公共交通機関優先の歩いて楽しいまちづくり（「歩くまち・京都」の実現）を推進しま

す。（3.9） 

【長期的目標２】基本施策（１）公害のない安全・安心な生活環境の保全 

大気汚染，水質汚濁等について，維持されることが望ましい基準を定め，監視することによ

り，市民の健康を守り公害のない安全・安心な生活環境の保全に努めます。（3.9） 

別紙３ 



 目標７．すべての人々の，安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアク

セスを確保する 

 目標８．包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用

と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

 目標９．強靭（レジリエント）なインフラ構築，包摂的かつ持続可能な都市及び人間

居住を実現する 

 目標１１．包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を

実現する 

【長期的目標１】基本施策 省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による

地球温暖化対策の推進 

  一人ひとりが環境にやさしい取組を当たり前のこととして実践し，京都ならではの創意工

夫を生かした，省エネルギーをはじめとする環境にやさしいライフスタイルへの転換・定着

を促進するとともに太陽光や太陽熱，バイオマス（生物由来の資源）等の再生可能エネルギ

ーを普及拡大し，エネルギーが地域循環するまちづくりを推進します。（中略）エネルギー効

率の高い機器の導入など「事業活動の低炭素化」や環境負荷の少ない優れた製品やサービ

ス，水素エネルギー等を提供する環境・エネルギー関連産業の振興を図る環境にやさしい経

済活動を促進します。（7.1,7.2,7.a） 

【長期的目標３】基本施策（２）廃棄物の適正処理とエネルギーとしての有効利用 

焼却熱によるごみ発電と新たに実施するバイオガス発電を併用することにより，ごみの持

つエネルギー回収を最大化し，有効活用を図ります。（7.3,7.a） 

【長期的目標１】基本施策 省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による 

地球温暖化対策の推進 

エネルギー効率の高い機器の導入など「事業活動の低炭素化や環境負荷の少ない優れた製品

やサービス，水素エネルギー等を提供する環境・エネルギー関連産業の振興を図る環境にやさ

しい経済活動を促進します。（8.4） 

【長期的目標３】基本施策（１）２Ｒと分別・リサイクルの促進の２つを柱としたごみ減量の

推進 

一般廃棄物については，手つかず食品や食べ残しといった「食品ロス」やレジ袋の削減など

の２Ｒを促進するとともに（中略）産業廃棄物については，（中略）廃棄物の発生抑制，再使

用，リサイクルの促進をはじめとする環境保全の取組が実行できるよう情報提供や啓発に努め

ます。（8.4） 

【長期的目標４】基本施策（３）地産地消をはじめとする環境にやさしい社会経済のしくみづ

くり 

地産地消を進め，流通に係る二酸化炭素の排出量を削減し，環境にやさしい社会経済のしく

みづくりを図ります。（略）環境負荷の小さいグリーン商品・サービス等の普及に努めます。

（8.4） 

 

【長期的目標１】基本施策 省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による 

地球温暖化対策の推進 

エネルギー効率の高い機器の導入など「事業活動の低炭素化や環境負荷の少ない優れた製

品やサービス，水素エネルギー等を提供する環境・エネルギー関連産業の振興を図る環境に

やさしい経済活動を促進します。（9.4） 

【長期的目標４】基本施策（３）地産地消をはじめとする環境にやさしい社会経済のしくみづ

くり 

環境，経済，暮らしの豊かな調和に向けて，高い技術力や匠の技，産学公のネットワーク

等，これまで京都が築きあげてきた様々な知恵を融合して環境関連産業を育成し，環境保全

に関する技術開発を促進します。（9.4） 

基本理念 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を実現する（11.6,11.b） 

【長期的目標１】持続的な発展が可能となる低炭素のまち（11.b） 

【長期的目標２】自然環境と調和した快適で安全・安心なまち（11.6） 

【長期的目標３】資源・エネルギーの有効利用と環境負荷の低減を図る循環型のまち(11.6) 

【長期的目標４】環境保全を総合的に推進するためのひと・しくみづくり(11.6,11.b) 

 



 目標１２．持続可能な生産消費形態を確保する 

 目標１３．気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 目標１４．持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し，持続可能な形で利用す

る 

 目標１５．陸域生態系の保護，回復，持続可能な利用の推進，持続可能な森林の経営，

砂漠化への対処，ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 目標１７．持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル・パートナーシッ

プを活性化する 

【長期的目標２】基本施策（１）公害のない安全・安心な生活環境の保全 

大気汚染，水質汚濁等について，維持されることが望ましい基準を定め，その測定を市内

各所で行い監視していきます。（12.4） 

【長期的目標３】基本施策（１）２Ｒと分別・リサイクルの促進の２つを柱としたごみ減量の

推進 

「食品ロス」や，レジ袋の削減など２Ｒを促進するとともに，雑がみなどの資源ごみの分

別の義務化や，市民，事業者などの分別・リサイクルを促進します。 (12.2,12.3,12.5) 

【長期的目標４】基本施策（１）環境教育・学習を通じた理解と行動の促進及び人材育成 

家庭，学校，地域，事業活動などの幅広い場で，ライフステージに応じた，市民・事業者へ

の環境教育・学習の機会を充実させ，環境保全に関する自主的な行動を促すとともに，環境保

全活動の中心を担う人材の育成に努めます。(12.8) 

【長期的目標４】基本施策（３）地産地消をはじめとする環境にやさしい社会経済のしくみづく

り 

地産地消を進め，流通に係る二酸化炭素の排出量を削減し，環境にやさしい社会経済のし

くみづくりを図ります。(12.3,12,8) 

【長期的目標１】基本施策 省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの普及拡大等による 

地球温暖化対策の推進 

地球温暖化による避けられない影響への対応を図る「適応策」についても取組を進めてい

きます。(13.2) 

【長期的目標４】基本施策（１）環境教育・学習を通じた理解と行動の促進及び人材育成 

京エコロジーセンターや（中略）南部クリーンセンター第二工場（仮称）に併設する環境

学習施設を活用し，環境保全に関する理解と意識の向上を促します。(13.3) 

 

【長期的目標４】基本施策（１）環境教育・学習を通じた理解と行動の促進及び人材育成 

家庭，学校，地域，事業活動などの幅広い場で，ライフステージに応じた，市民・事業者へ

の環境教育・学習の機会を充実させ，環境保全に関する自主的な行動を促すとともに，環境保

全活動の中心を担う人材の育成に努めます。（14.1） 

【長期的目標２】基本施策（２）生物多様性の恵み豊かな自然環境の保全 

すべての人が生物多様性の恵みを私たちの生存や生活の基盤として再認識し，地域資源を

生かした持続可能な暮らしや経済活動が行われている社会を目指して，生き物の生息環境を

保全します。(15.1,15.4,15.9) 

【長期的目標２】基本施策（３）自然環境と調和した文化や暮らしが広がる京都人らしい快

適生活の確保 

自然豊かな都市景観を保全するとともに，公園や身近な緑・水辺環境の整備等を進め，京

都人らしい快適な暮らしの確保に努めます。（15.1,15.2） 

 

【長期的目標４】基本施策（２）広範な主体の協働による環境保全活動の促進 

市民，事業者，大学，環境保全活動団体，本市などの広範な主体が，協働して環境保全活

動に取り組む仕組みを構築します。(17.17) 

【長期的目標４】基本施策（４）他都市との連携及び国際的な取組の推進 

京都議定書誕生の地として，また環境先進都市として，国内外の都市との情報交換や人材

交流に努め，環境問題に関する国際会議や国際学会開催の促進・誘致を図ります。（17.16） 

 



 



北九州市環境基本計画（副題：環境首都 SDGｓ実現計画）におけるＳＤＧｓの反映について 

 

１ 計画の位置付け 

 〇北九州市環境基本条例に基づく環境基本計画 

〇環境首都グランド・デザイン（市民・ＮＰＯ，事業者，行政が一体となった「世界の環境首都づ

くり」の実現に向けた活動ビジョン）を踏まえつつ，ＳＤＧｓを達成するための環境分野からの

行政計画 

 

２ 取組の方向性 

〇ＳＤＧｓの実現に向けた環境上の取組の方向性として，「達成された分野」と「課題として残って

いる分野」，「強味を生かせる分野」を整理 

〇ＳＤＧｓのゴール・ターゲットから見た計画の施策の対応及び４つの政策目標から見たＳＤＧｓ

のゴール・ターゲットの対応関係を整理 

 

３ 政策目標とその基本施策・施策分野 

 〇４つの政策目標ごとに政策指標を設定し，関連ＳＤＧｓとターゲットを記載 

 （具体例） 

 

目標１ 市民環境力の更なる発展とすべての市民に支えられた「北九州環境ブランド」の確立 

（政策指標） 

・本市の環境政策の市民の認知度・満足度 

・市民の環境リテラシー 

・国内・海外からの環境首都・北九州市の認知度 

（関連ＳＤＧｓとターゲット） 

Goal 4  全ての人への衡平な質の高い教育と生涯学習の機会を提供する 

target4.7 2030年までに，持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル，人権，

男女の平等，平和及び非暴力的文化の推進，グローバル・シチズンシップ，文化多様性と文化

の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通じて，全ての学習者が，持続可能な開発を促進す

るために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 

Goal12 持続可能な生産消費形態を確保する 

 target12.8 （略） 

Goal13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 target13.3 （略） 

Goal17持続可能な開発のための実施手段を強化し，グローバル・パートナーシップを活性化す

る。 

 target17.7 ,17.9,17.16,17.17 （略） 

 

 ４ 進捗点検・ＰＤＣＡの実施 

  〇他の計画の政策評価を最大限活用し，可能な限り重複を廃し，合理化・効率化を図ることと

している。 

別紙４－１ 



〇進捗点検結果や状況の変化を踏まえ，随時，個別プロジェクトの見直しを図る。 

〇政策指標，成果指標，ＳＤＧｓ関連指標について，他の計画の指標も含め，３つを一覧表示 

 

 

 

 












